
第１回  理  事  会  報  告 
開催期日：令和 4 年 6 月 25 日 福岡県立社会教育総合ｾﾝﾀｰ 

発行期日：令和 4 年 6 月 30 日   ［事務局長：鶴岡］ 

進行（廣瀬副会長） 

１ 開会のことば（山中副会長） 

 

２ 会長挨拶（松尾会長） 

   ＰＴＡは社会教育団体。県Ｐと単位ＰＴＡ、区・市・

郡、ブロックは横並びと考えている。それぞれの立場

で、その役割を果たしていってもらいたい。ＰＴＡで起

こっている問題解決の為に尽力していく。 

   日Ｐの理事に就任した。任期は 2年。日Ｐからの情報

を県Ｐで活用していく。 

３ 自己紹介 

  前回実施済につき割愛 

 

４ 報告事項 

（１）日Ｐ・九Ｐ・県Ｐ・各委員会 活動 

   レジュメ記載のとおり 

（２）委嘱関係 

   レジュメ記載のとおり 

（３）年間行事予定について 

   主要行事予定表のとおり 

（４）各ブロックＰＴＡ研修会について（進行） 

   ブロック研修会については、理事会での承認が必要な

ため、8 月か 10 月の理事会で審議できるように事前に計

画書、予算書を提出していただきたい。 

（５）制度運営費及び保険推進活動費の支出要項（進行）  

   特になし 

（６）“新”家庭教育宣言説明動画配信について（香月副会

長） 

   “新”家庭教育宣言の説明動画をホームページで配信

中につき、是非ご覧いただきたい。 

（７）ホームページ管理運営委員会構成員について（進行） 

   特になし 

（８）ホームページの閲覧方法について（進行） 

   特になし 

（９) 日Ｐ構成員・九Ｐ代議員について（進行）  

   特になし 

（10）委嘱役割分担について（進行）  

   特になし 

（11）ＰＴＡ学校給食教室について（事務局長）  

   特になし 

（12）日Ｐ・九Ｐ被表彰候補について（進行）  

   特になし 

（13）後援依頼について（進行） 

   特になし 

（14）その他 

   特になし 

 

５ 審議事項 

（１）本日の委員総会について（進行） 

   役割確認。進行：星野副会長、開会：中島副会長、 

   閉会：角田副会長 

   各委員長で最低限決定してほしいことは、理事の中か 

ら正・副委員長を決める、次回会議の日程を決める、以上 2

点。               【承認】 

 

（２）一斉メールシステムについて（廃止）（事務局長）  

   現行の一斉メールシステムは廃止。今後は各単位ＰＴ

Ａ（学校）のアドレスを登録し、学校経由で情報を提供

する。                  【承認】 

 

 

（３）第 15回広報紙づくり研修会について（清原副会長） 

   開催要項のとおり 8 月 20 日に研修会を実施する。今回は

参加希望者が少なかった場合でも実施する。 

   広報紙を作っていない学校がある、広報紙作成の際個人

情報の取り扱いに注意が必要など様々な意見交換がなされ

た。                    【承認】 

（４）その他 

   特になし 

 

６ 連絡事項   

・履歴書の提出について（事務局長）  

 

７ 講  評 

  ・県ＰＴＡの活動も通常に戻るようになるが、コロナ対策

への配慮を継続してほしい。 

・一斉メールシステムは廃止されるので、学校からＰＴＡ

会長等への連絡を密にしてほしい。7 月 1 日の事務局長会

議や各ブロックでも周知してほしい。 

 

８ 次  回   

日時 ： 令和 4年 8月 3日（水）16：00～18：00 

    会場 ： 福岡県吉塚合同庁舎（5階ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ会議室） 

 

９ 閉会のことば（浦山副会長） 

 

 

 

 

 


